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（
質
問
の 

二
三
）

答

弁

第

二

三

号 

    

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
日
本
国
民
の
保
護
法
規
と
彈
圧
的
法
規
並
び
に
そ
の
運
用
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
二
三
号 

昭
和
二
十
五
年
七
月
二
十
八
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
日
本
国
民
の
保
護
法
規
と
彈
圧
的
法
規
並
び
に
そ
の
運
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書 

一 

お
尋
ね
の
集
会
、
言
論
、
出
版
等
は
、
い
わ
ゆ
る
表
現
の
自
由
と
し
て
、
憲
法
第
二
十
一
條
の
保
障
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
自
由
と
い
え
ど
も
、
絶
対
無
制
限
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
社
会
の
秩
序
の
推
持
そ
の

他
公
共
の
福
祉
の
見
地
か
ら
要
求
せ
ら
れ
る
制
限
に
服
す
べ
き
こ
と
は
、
憲
法
第
十
三
條
に
徴
し
て
も
、
明
ら
か
で
あ 

る
。 

二 

集
会
、
言
論
、
出
版
等
に
対
す
る
取
締
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
「
公
職
追
放
者
に
適
用
す
る
字
句
の
解
釈
等
に

関
す
る
質
問
」
に
対
し
て
お
答
え
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
外
に
、
地
方
公
共
団
体
の
い
わ
ゆ
る
公
安
條
例
が
あ
る
。 

三 

取
締
法
規
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
嚴
正
に
こ
れ
を
行
つ
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




